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【基本法までの施策の展開】

【犯罪被害者等からは依然として不満の声】

【基本法制定】

・昭和30年代の自動車損害賠償保障法の制定、刑法等での証人保護のための規定の新設
・昭和55年の犯罪被害者等給付金支給法の制定
・平成８年以降の警察による総合的支援施策
・平成12年の刑事手続における配慮・保護を規定した犯罪被害者等保護二法の制定　　　　等

・経済的支援が不足　　　　　　　　　　・医療・福祉サービスの不足
・刑事手続での扱いに不満
・二次的被害（配慮に欠けた対応をされることで副次的に受ける精神的被害）の訴え
・民間を含めた支援体制が不十分　　　　・国民の理解が不足　　　　　　　　　　　　　等

・平成16年２月～　与党内での検討等　→　議員立法
・平成16年12月、犯罪被害者等基本法 の成立　
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